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 一般社団法人相模原市水泳協会が主催する大会では、以下の背景により生じている苦情や指導に

対応するため、選手の保護者等の自家用車による送迎目的での会場周辺への立ち入りを禁止するこ

とと決定いたしました。 

 

１ 背景 

 当協会では、新型コロナウイルスの感染防止対策として、緊急事態宣言以降の大会再開時より、

参加者数の制限や入れ替え制の実施、また自宅と会場の往復時の感染リスクを鑑み、保護者等の

自家用車による横山公園第 2 駐車場での選手の送迎を認めてまいりました。 

 これまでの経過を踏まえ、去る５月８日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ

が５類感染症となってから初の大会であった、第１６回グリーンプールカップ水泳選手権大会

(５月１３～１４日実施。以下「前大会」といいます。) においても、保護者等による送迎を継続

し、集合時間を分散させるとともに、第 2 駐車場へは左折入場・左折退場をお願いするなど、会

場周辺の渋滞等による会場周辺地域にお住まいの皆様への影響が発生しないよう極力配慮して

まいりました。 

 多くの保護者の皆様は、ルールに従った送迎を行っていただいていると承知しておりますが、

前大会においても、ルールを守っていただけない一部の保護者等による影響で、この地域として

は通常起こりえない渋滞が発生するなど、近隣地域にお住まいの皆様に多大なるご迷惑をおかけ

する事態となってしまいました。 

 また、近隣地域にお住まいの皆様、商業施設(ダイエー、業務スーパー、ファミリーマート等)、

大会会場から数多くの苦情が寄せられており、所轄警察署からも指導を受けている状況です。 

 当協会としましては、このようなルール違反により、大会会場であるさがみはらグリーンプー

ルの利用が制限されてしまうことを危惧しております。また、選手にとって重要である公認大会

の減少にもつながりかねないと懸念しております。 

 

２ 決定適用開始日 

  ２０２３年６月３日（土） 

  ※終了日は未定（当面の間、規制を解除する予定はありません） 

 

３ 開始日以降の選手の送迎について 

 ・ 原則として公共交通機関をご利用ください。 

 ・ 所属チームの送迎車輛に限り、横山公園第２駐車場での送迎を認めます。 

 ・ 横山公園周辺を送迎自家用車立入規制エリアとします。規制エリア内への保護者等の自家用

車による立ち入り、路上や商業施設駐車場での送迎は固くお断りします。 



 ・ 公共交通機関を利用した場合、集合時間に間に合わない等、真にやむを得ない事情がある場

合に限り、『相模原市役所駐車場』をご利用いただき、保護者等の自家用車は規制エリア内に立

ち入らないでください。なお、同駐車場から会場までは、徒歩で約２０分前後です。 

 ・ 選手のお迎えの場合も、『相模原市役所駐車場』に保護者等の自家用車を駐車し、会場までは

徒歩又は公共交通機関(バス等)でお越しいただき、選手を連れて同駐車場まで戻り、ご帰宅く

ださい。または、同駐車場で選手と待ち合わせをしてご帰宅ください。 

 ・ 選手以外のきょうだい等が横山公園を利用するという理由があっても、第２駐車場への駐車

は固くお断りします。これは、他の一般の公園利用者からは「大会参加者・関係者が駐車して

いる」とみなされ、当協会が定めているルールを逸脱する行為です。 

 

４ 送迎自家用車立入規制エリア 

  規制エリアは、下図（横山公園を中心として概ね１～２キロの範囲）のとおりとなります。 

 

 

５ 違反・逸脱行為への厳正な対処 

  会場周辺はもとより、上記規制エリア内を大会係員が巡回します。 

  本通知に違反・逸脱する行為を発見した場合、理由の如何を問わず、その所属するチームは、

当協会が主催する行事への出場・参加を半年以上停止とします。 

 

以 上   

 

送迎自家用車立入規制エリア 


